
　マイナンバーカードの申請はスマートフォン、
パソコン、証明用写真機または郵送で申請が可能で
すが、申請に必要な機器をお持ちでない方や操作に
不安のある方を対象に、職員が専用端末を使用して
写真の撮影から申請までのサポートを行います。
●日時／事前予約制
　 ・平日：８月１日（月）～９月 30 日（金）
　　  　    9：00 ～ 16：00
　　　　※8 月 8 日（月）～ 12 日（金）、
　　　　　9 月 5 日（月）～ 9 日（金）を除く
　 ・第 2 日曜日：8 月 14 日～来年３月 12 日
　　　      9：00 ～ 15：00　　　
●必要な持ち物／
　①本人確認書類（運転免許証など顔写真付きのも

　の１点または保険証など顔写真なしのもの２点）
　②個人番号カード交付申請書（なくても可）
●所要時間／約 15 分
　・写真撮影を行うため、手続きにはご本人の来

　庁が必要です（写真のデータは撮影後消去）。
　・15 歳未満の方や成年被後見人の方の場合は、

　その方の法定代理人が同行してください。
　・申請後、カードができあがるまで１カ月半程

　度かかります。お受け取りは原則ご本人の来
　庁が必要です。

マイナンバーカードの申請と交付についてマイナンバーカードの申請と交付について

   ８月１日からお使いいただく保険証を、
簡易書留郵便で送付しました。
　８月以降に医療機関を受診する際は、新
しい保険証を窓口で提示してください。
Ｑ１ 配達時に不在の場合は？
Ａ１ 不在連絡票が投函されます。
・８月５日（金）まで…不在連絡票記載

の連絡先へお問い合わせください。
・８月10日（水）から…本人確認書類（官

公署発行のもの）を持参し、保険年金課
でお受け取りください（別世帯の方が
来られる場合は委任状が必要です）。

Ｑ２ 有効期限の切れた保険証は？
Ａ２ ご自身で破棄していただくか、保険

年金課、唐桑・本吉総合支所市民生活課、
階上・大島出張所へ返還してください。

問保険年金課 保険係
　☎ 22-6600 内線 371 ～ 373

国民健康保険被保険者証を
送付しました
国民健康保険被保険者証を
送付しました

　障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制
限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受
け取ることができる年金です。
　障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、
初めて医師の診療を受けたとき（初診日）に国民年金に
加入、または 20 歳前、もしくは 60 歳以上 65 歳未満
の場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場
合は「障害厚生年金」が請求できます。
　障害年金を受けるためには、初診日の前日において保険
料納付要件を満たしている必要があります。ただし、20
歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合
は、納付要件はありません。詳しくはお問い合わせください。
■請求先
　・障害基礎年金⇒年金事務所、保険年金課 国民年金係
　・障害厚生年金⇒年金事務所
問石巻年金事務所　☎0225-22-5118
   保険年金課 国民年金係　☎ 22-6600　内線 271・272
※ご相談の際は、お電話での事前予約にご協力ください。

障害年金障害年金 ご相談くださいについて

　マイナンバーカードを申請し、交付通知書（は
がき）が届いた方で、交付通知書に記載されて
いる開庁日時に来庁が難しい方を対象に、休日・
夜間交付窓口を開設します。
●日時／事前予約制
   ・休日： 8 月 28 日 ( 日 )、9 月 25 日 ( 日 )
　  　　　  ９：00～11：30
　・夜間：８月8日(月)、9日(火)、12日(金)、
　　　　　９月12日(月)、13日(火)、15日(木)、
　　　　　16日(金)　17：30 ～ 19：00
●必要な持ち物／
　①交付通知書（はがき）
　②通知カード（紛失した場合は紛失届を提出

　していただきます）　
   ③本人確認書類（運転免許証など顔写真付きのも

　の1点または保険証など顔写真なしのもの2点）
　④住基カード（お持ちの方のみ）、マイナン

　バーカード（再発行の場合）

【予約・窓口開設場所】
　市民課 管理記録係（市役所本庁舎１階）
　☎ 22-6600 内線 365・366
※申請サポート、休日・夜間交付を希望する方

は予約日の２日前（土・日・祝日除く）まで
に電話にてご連絡ください。

休日・夜間のお受け取り　申請サポート　
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